
はじめに 

 

 沖縄振興計画は、平成 14 年 7 月、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄県知事によ

り案が作成され、内閣総理大臣により決定された。 

 同計画は、平成 14 年度から 23 年度までの 10 か年を計画期間とし、沖縄の特性を

積極的に生かしつつ、自立的発展の基礎条件を整備し、豊かな地域社会を形成すると

ともに、我が国ひいてはアジア・太平洋地域の社会経済及び文化の発展に寄与する特

色ある地域として整備を図り、平和で安らぎと活力のある沖縄県を実現することを目

標としている。 

 このたび、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画の期限まで、残り 2年を切ったこ

とを踏まえ、今後の沖縄振興のあり方を検討していく必要があることから、本報告書

では、国として、計画のフレーム及び計画に盛り込まれている諸施策、諸事業の現状・

実績について把握・検証を行い、それを踏まえた課題を整理する。 
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Ⅰ 沖縄振興計画の性格と役割 

   

 沖縄振興計画は、沖縄振興のマスタープランとして、沖縄の振興を図る上で、

優先的に進めていくべきものを掲げるものである。 

   沖縄振興計画については、沖縄の特殊事情のもと、国の責務において取り組む

べき課題が多いことから、内閣総理大臣により決定されている。一方で、沖縄振

興計画に基づく事業については、地方公共団体の担当する分野が多く、沖縄県全

体との関係を考慮しつつ策定される必要があり、また、地方自治の尊重という観

点からも、その原案は沖縄県知事が策定している。 

   本計画に基づき、平成 14 年度から 22 年度（当初予算）までに、内閣府に一括

計上される沖縄振興予算として、合計 2.6 兆円が計上され（復帰当時からの累計

では 9.9 兆円）、自立型経済の構築に向けた取組や社会資本整備などを中心とし

た沖縄振興が推進されている。 

 

（表１）各沖縄振興（開発）計画における内閣府沖縄担当部局予算額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

沖縄振興計画

第３次沖縄振興開発計画

第２次沖縄振興開発計画

第１次沖縄振興開発計画
（昭和47年度～56年度） 

（昭和57年度～平成3年度） 

（平成4年度～13年度） 

（平成14年度～23年度） 

９．９兆円 

（平成22年度当初予算まで） 

２．６兆円 

３．６兆円 

２．３兆円 

１．４兆円 
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                             出典：内閣府資料 
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Ⅱ 沖縄の経済社会の現状 

  (1)  復帰以後の沖縄の経済成長の軌跡 

沖縄の本土復帰以降、第 1次から第 3次までの沖縄振興開発計画及び現行の沖

縄振興計画を通じて、「本土との格差是正」、「民間主導の自立的経済の構築」等

を目指し、社会資本の整備をはじめとして様々な取組が進められ、各分野で本土

との格差も次第に縮小するなど着実な成果を上げてきた。また、産業の振興にお

いては、製造業の分野での進展がはかばかしくない一方、観光・リゾート産業が、

沖縄県の地域特性を生かすリーディング産業として長年にわたり規模的な拡大

を続けているほか、情報通信技術の進展に伴い、情報通信関連産業も観光・リゾ

ート産業に続くリーディング産業として企業の立地が進みつつある。 

こうした中で、沖縄県の県内総生産（名目）は、昭和 47 年度（4,459 億円）と

比較し、平成 19 年度には、8.2 倍（3兆 6,620 億円）になっている（同期間の全

国1の伸びは 5.4 倍）。また、県民所得は、昭和 47 年度（4,060 億円）と比較し、

平成 19 年度には、6.9 倍（2兆 8,139 億円）になっている（同期間の全国の伸び

は、5.0 倍）。このように、沖縄県の経済は、全国と比べても堅調な成長を遂げて

いる。 

なお、沖縄県においては人口の伸びも顕著であり、県民所得を人口で除した指

標である「一人当たり県民所得」については、その伸び率は全国を上回るものの、

相対的には依然全国最下位にとどまっている。 

 

(2) 現行計画策定後の経済社会情勢の変化 

我が国の経済は、平成 14 年 1 月期を「景気の谷」として、景気回復局面が続

き、「沖縄ブーム」ともあいまって、観光客数の増大等、沖縄経済に対しても好

影響を与えていたが、その後平成 20 年秋のリーマンショックを発端とした世界

同時不況の影響が、沖縄県の観光をはじめとする産業にも及んでいる。 

また、この間、地球規模で国境や国の枠組みを超えた情報・資金・人・モノの

流動が爆発的に増大し、地域間の相互依存の高まりが加速する中で、中国をはじ

めとするアジア地域が急速に成長しており、アジア・太平洋地域との結節点に位

置し、同地域の社会経済及び文化の発展への寄与を目指す沖縄にとっても大きな

                                                  
1 全国については、「県民経済計算」の全県計を基に算出している。 
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チャンスとなっている。 

同時に地球温暖化をはじめとする環境問題がクローズアップされる中で、循環

型社会の構築や自然環境の保全・再生等への取組が喫緊の課題となっている。 

一方、「国から地方へ」の考え方のもと、いわゆる三位一体の改革が行われる

とともに、高度化・多様化する住民のニーズに対応するための市町村合併が進め

られ、沖縄県においても、平成 12 年の 53 市町村が 21 年時点で 41 市町村となっ

ている。さらに、近時、一括交付金導入や道州制など、地域主権改革に向け、国・

地方のあり方について様々な議論が行われている状況にある。 

我が国では、高齢化が急速に進行していることに加え、平成 17 年の人口動態

統計において、現在の方式で統計をとり始めた明治 32 年以降初めて自然減とな

り、人口減少社会に入っているが、沖縄県では、引き続き増加し、2025 年頃にピ

ークを迎え、それ以降は人口減少社会となることが見込まれる。 

また、沖縄に集中する米軍施設・区域については、平成 18 年 5 月の日米安全

保障協議委員会で承認された「再編の実施のための日米ロードマップ」において、

嘉手納飛行場以南の 6施設の返還について、検討することが盛り込まれた。さら

に、平成 22 年 5 月の同委員会の共同発表において、嘉手納以南の施設・区域の

返還が、「再編の実施のための日米ロードマップ」に従って着実に実施されるこ

とが確認され、加えて、キャンプ瑞慶覧の「インダストリアル・コリドー」及び

牧港補給地区の一部が早期返還における優先分野であることが決定された。 

 

(3) 現行計画のフレームの現状と分析 

平成 21 年における沖縄県の人口は、約 138 万人であり、沖縄振興計画の目標

年次（23 年）における想定値である 139 万人に迫る水準に達しつつある。 

労働力人口については、平成 21 年で 66.7 万人と、12 年の 63 万人から増加し

ている。また、就業者総数についても、平成 21 年で 61.7 万人と、12 年の 58 万

人から増加している。このように、就業者総数と労働力人口がともに増加してい

ることもあり、完全失業率については、平成12年の7.9％から平成21年には7.5％ 

と、若干の改善にとどまっている。 

就業意欲の高まりや人口増加等により緩やかに上昇すると見込まれていた労
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働力率2は想定に反して低下している。特に男性の労働力率低下が顕著であり、 

72.8％（平成 12 年）から 69.4％（21 年）に減少している一方、女性は微増して

おり、 46.8％（平成 12 年）から 49.1％（21 年）となっている。 

就業者の産業別構成は、平成 21 年において、第一次産業 6.0％、第二次産業

16.1％、第三次産業 77.9％となっており、第三次産業の増加傾向が続いている。 

県内総生産については、産業分野毎に見込んだ伸びをベースに、平成 23 年度

県内総生産（実質）4 兆 5 千億円、一人当たり県民所得 270 万円（実質）を想定

しているが、平成 19 年度において名目値で約 3 兆 7 千億円、実質値で約 3 兆 9

千億円となっており、伸び悩んでいる。 

一人当たり県民所得（名目値）は、平成 19 年度において 205 万円であり、12

年度の 210 万円から減少している。これは、景気等の影響のほか、全国を上回る

人口の伸びなどが理由として考えられる。 

 

（表２）沖縄振興計画のフレームとその現状 

フレーム 基準年次（平成 12年(度））   現状（※1） 目標年次（平成 23年（度））

総人口 132 万人 138 万人 約 139 万人程度 

労働力人口 63 万人 66.7 万人 約 70 万人 

就業者総数 58 万人 61.7 万人 約 67 万人 

就業者の産

業別構成 

第一次産業  7％

第二次産業 19％

第三次産業 74％

第一次産業  6％

第二次産業  16％

第三次産業  78％

第一次産業  5％

第二次産業 18％

第三次産業 77％

県内総生産 3 兆 5 千億円 

3 兆 4 千億円 

約 3兆 7千億円 

約 3兆 9千億円 

－ 

約４兆５千億円 

一人当たり

県民所得※2 

210 万円 

218 万円 

205 万円 

－ 

－ 

270 万円を超える 

※1 総人口については総務省「国勢調査」、「人口推計（平成 21 年 10 月 1 日現在）」、労働

力人口、就業者総数は、沖縄県「労働力調査」、県内総生産及び一人当たり県民所得は、

内閣府「平成 19 年度県民経済計算」による。 

※2 県内総生産及び一人当たり県民所得の上段は名目値、下段は沖縄振興計画におけるフ

レームの数値（平成 12 年度価格）。 

                                                  
2 労働力率：「15 歳以上人口」に占める「労働力人口」の割合＝「労働力人口」÷「15 歳以上人口」×100 
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【参考】 

（人口） 

    沖縄が本土復帰した昭和 47 年に 97 万人3であった沖縄県の人口は、現行計

画開始時の平成 14 年には 133.6 万人、21 年には 138.2 万人となっている。     

昭和 47 年から平成 21 年までの人口増加率は約 42.5％であるが、全国の総

人口の伸び率約 18.5％より 24 ポイント高い。 

 

（表３）人口の比較（各年 10 月 1 日現在） 

沖 縄 （ 千 人 ） 伸び率（※2） 全国（千人） 伸び率（※2）

昭和 47 年   970(38 位)  107,595 

平成 21 年 1,382(30 位)

＋42.5％ 

127,510 

＋18.5％ 

                                           出典：総務省「人口推計」より作成 

 

人口構成を年齢区分別に見ると、21 年には、年少人口の割合は 17.7％、

生産年齢人口は 64.8％、老年人口は 17.5％となっており、年少人口の割合

は全国平均より大きくなっているが、沖縄県においても人口構造の高齢化が

進行している。 

 

      （表４）年齢 3区分別人口割合（平成 21 年 10 月 1 日現在） 

 年少人口 生産年齢人口 老年人口 

沖縄  17.7％  64.8％  17.5％ 

全国 13.3％  63.9％  22.7％ 

              出典：総務省「人口推計（平成 21 年 10 月 1 日現在）」 

 

   （労働力・雇用情勢） 

     完全失業率については、昭和 47 年以降年々上昇し、海洋博終了後の昭和

52 年には 6.8％と全国の 2.0％の 3.4 倍となった。その後は、増減を繰り返

しながら、低下傾向で推移し、平成 2年には 3.9％と 17 年ぶりに 4％を下回

                                                  
3  総務省統計局推計。沖縄県推計によれば 96 万人となっている。 
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った。しかし、その後の長引く不況を反映し、再び悪化傾向で推移し、13

年には 8.4％と本土復帰以降最悪になったが、その後、若干改善し、近年は

7％台で推移している。就業者数については、昭和 47 年の 364 千人から平成

21年には617千人と69.5％増加している（同期間の全国の伸び率は22.6％）。 

   

（県内総生産、県民所得） 

     沖縄が本土復帰した昭和 47 年度の県内総生産（名目）は 4,459 億円から

36,620 億円（平成 19 年度）に 8.2 倍になっている（同期間の全国は 5.4 倍）。 

 

  （表５）県内総生産の伸び 

沖 縄 （ 億 円 ）伸び率（※2） 全国（※3）（億円） 伸び率（※2）

昭和 47 年度   4,459※1 963,873 

平成 19 年度 36,620 

8.2 倍 

 5,202,915 

5.4 倍

 

                           出典：内閣府「県民経済計算」 

※１ 昭和 47 年度の沖縄県の県内総生産は沖縄県推計では 4,592 億円。 

※２ 伸び率については、昭和 47 年度と平成 19 年度の計数に係る基準年及び推計方法

が異なるため参考値。 

※３ 全国については、「県民経済計算」の全県計で表している。 

 

これを産業別に見ると、第 1次産業 665 億円、第 2次産業 4,434 億円、第 3

次産業 3兆 2,987 億円であり、構成比は順に 1.7％、11.6％、86.6％となって

いる。昭和 47 年度と比較すると、第 2 次産業（昭和 47 年度 22.0％）は大幅

に割合が低下している一方で、第 3次産業（昭和 47 年度 70.7％）は、割合を

大きく高めている。なお、第 2次産業のうち製造業については、9.5％（昭和

47 年度）から 4.3％（平成 19 年度）へと割合が小さくなっている。 

 

（表６）産業別構成比 

 第 1 次産業 第 2次産業 第 3次産業 

沖縄 (19 年度) 1.7％   11.6％   86.6％ 

全国（19年度）   1.1％   25.3％   73.6％ 

出典：内閣府「県民経済計算」 
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県民所得は、昭和 47 年度の 4,060 億円から、平成 19 年度には、6.9 倍の 2

兆 8,139 億円になっており、都道府県別では第 2位の高い伸び率を示している

（全国は 5.0 倍）。一人当たり県民所得についても、4.9 倍と全国 4.2 倍を上回

る高い伸びを示しているが、相対的には、依然として全国最下位となっている。 

 

(表７）県民所得の比較 

沖縄（百万円） 伸び率（※1） 全 国 (※ ２ )（ 百 万 円 ） 伸び率（※1）

昭和 47 年度   405,997(45 位) 77,553,379 

平成 19 年度 2,813,932(36 位) 

6.9 倍 

（全国 2 位）   390,871,161 

5.0 倍 

                          出典：内閣府「県民経済計算」 

※１ 伸び率については、昭和 47 年度と平成 19 年度の計数に係る基準年及び推計方法   

が異なるため参考値。 

    ※２  全国については、「県民経済計算」の全県計で表している。 

 

（表８）一人当たり県民所得 

沖縄（千円） 伸び率（※1） 全国（※2）(千円） 伸び率（※1）

昭和 47 年度   418.6(47 位) 720.8 

平成 19 年度 2,049  (47 位) 

4.9 倍 

（全国 6 位） 3,059 

4.2 倍 

                          出典：内閣府「県民経済計算」 

※１ 伸び率については、昭和 47 年度と平成 19 年度の計数に係る基準年及び推計方法が 

異なるため参考値。 

※２  全国については、「県民経済計算」の全県計で表している。 

 

（軍関係受取） 

    軍関係受取については、総額では復帰当時の 3 倍弱程度に増加しているが、

県民総所得に占める割合は、沖縄県経済が成長する中で、昭和 47 年度の 15.5％

から平成 19 年度の 5.3％に、大きく減少している。  
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            （表９）県民総所得に占める軍関係受取 

年度 ①県民総所得(億円) ②軍関係受取(億円) ②/①（％）

昭和 47 年度 5,013 777 15.5％ 

平成 13 年度 37,951 2,005      5.3％ 

平成 19 年度     39,379     2,088      5.3％ 

                       出典：沖縄県「県民経済計算」 
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Ⅲ 沖縄振興計画における実績と課題 

１ 自立型経済の構築に向けた産業の振興 

① 質の高い観光・リゾート地の形成 

現行計画期間中、沖縄県への入域観光客数は、平成 13 年の 443 万人から 20

年に 605 万人と過去最高を記録した。その後の世界同時不況の影響を受けて 21

年には 565 万人と落ち込みを見せているものの、沖縄観光は長年にわたり規模

的な拡大を続けてきた。 

他方、沖縄県における観光客一人当たりの県内消費額は、72 千円（平成 20

年）と計画策定時に比べ低下しており、平均滞在日数も 3.71 日（平成 20 年度）

と頭打ちの状況にある。その結果、観光客数の増加に比して全体の観光収入が

伸び悩んでいる。また、外国人観光客数については、平成 13 年の 19.1 万人か

ら SARS の影響などにより、一時大きく落ち込んだ後、平成 20 年には 25 万人

と若干増加しているが、なお全体に占める割合は小さい。 

こうした中で、入域観光客数の増加という規模的な拡大のみならず、一人当

たり県内消費額や平均滞在日数の増加に向けた観光産業の高付加価値化が課

題となっている。そこで、外国人観光客の誘客、観光と環境の調和、文化資源

などを活用した新たな観光資源の創出や、そうした取組を支える人材の育成な

どについての取組を強化していく必要がある。 

 

（表 10） 観光関係の指標の状況 

 平成 13 年 実績（平成 20 年） 目標（平成 23 年）

入域観光客数（暦年） 443 万人 605 万人   720 万人 

 うち外国客（暦年） 19.1 万人 25 万人    60 万人 

一人当たり県内消費額（暦年）  76 千円 ※1 72 千円      84 千円 

平均滞在日数（年度） 3.66 日 3.71 日     4.18 日 

観光収入（名目値）（暦年）  3,782 億円※1 4,365 億円 6,048 億円 

                  出典：沖縄県観光商工部観光企画課「観光要覧」 
※1 平成 13 年の一人当たり県内消費額及び観光収入は遡及修正前の値。 
※2  目標は第３次観光振興計画（沖縄県策定）の目標値 
※3 入域観光客数の目標値は、第 3 次計画策定時に当初設定の 650 万人から引き上げ。 
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    個々の取組の現状と課題については、以下のとおりである。 

 

【現状と実績】 

（国際的海洋性リゾート地の形成） 

国際的海洋性リゾート地の形成に向けて、ハード・ソフト両面の基盤づくり

が進められている。平成 16 年には、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄型特定

免税店の空港外施設（那覇市おもろまち）のほか、民間の大型商業施設が開業

し、「リゾートショッピング」という新たな魅力が加わった。また、沖縄振興

開発金融公庫において観光振興地域制度等に対応した貸付制度を整備すると

ともに、リゾート施設や商業施設、観光に不可欠な基礎的インフラ等に対する

長期・低利の融資（平成 14～20 年度の融資実績は 1,854 件・約 747 億円）を

行うなど、観光振興施策に対する民間投資の側面からの支援等により、宿泊施

設客室数は 12 年の 23,781 室から 20 年の 35,005 室まで増加している。 

その一方で、観光振興地域制度（税制優遇措置）を活用した特定民間関連施

設4の整備・集積促進は 5施設5にとどまっている。 

国営沖縄記念公園の海洋博覧会地区においては、平成 14 年度に沖縄美ら海

水族館が開館し、平成 21 年度末に累計入館者数が 2,000 万人に達した。また、

首里城地区においては、15 年度に「京の内」を供用し、琉球庭園「書院・鎖之

間庭園」を 20 年度に復元するなど整備を推進した結果、入園者数が 13 年度の

約 342 万人から 21 年度の約 550 万人に大きく増加している。 

さらに、観光施設等へのアクセス向上に資する道路ネットワークの整備や景

観や周辺環境に配慮した公共インフラの整備、無電柱化等良好な景観形成に向

けた取組が進められている。 

 

  （国民の総合的な健康保養の場の形成と体験・滞在型観光の推進） 

    健康保養の場の形成に向け、官民が連携し、ダイビング、ビーチウォーキン

グ、スパ等の健康増進効果に関するデータの収集・分析や健康増進・高齢者保

                                                  
4  スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設（政令の要件に該当 

し、内閣総理大臣が指定するもの）（沖縄振興特別措置法第 16 条）。 
5 観光振興地域内の観光関連施設は、39 施設。そのうち公共施設は 29、民間施設は 10 となっている（平成 21 

年 4 月現在）。 
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養に関するモデル事業を実施した結果、健康保養型の旅行商品の開発が進めら

れてきた。また、ホテルの一機能としてエステティックやスパの施設整備が進

み6、それを主目的とする観光客もみられるなど、「エステティック＆スパ」先

進地の評価が浸透しつつある。 

環境に配慮した観光の推進については、観光客の増加による自然環境をはじ

めとした観光資源への影響を考慮し、観光地受入容量の定量化手法の研究等が

進められた。また、沖縄県内の各地域において、自然環境の保全に係るルール

の策定や体制構築、環境配慮型施設整備の普及を目的としたモデル事業が実施

7されるとともに、エコツーリズム関係の協議体の組織化が進む中で、慶良間地

域ではエコツーリズム推進法（平成 20 年 4 月施行）に基づくエコツーリズム

推進全体構想の作成及び国への認定申請を準備中である8。なお、エコツアーの

際の事前学習の場として、野生生物保護センター等の施設が活用されている。 

世界遺産周辺整備については、世界遺産を活用した地域づくりを行う県内５

市町村において、観光振興と地域の活性化を図るため、駐車場整備や案内板設

置等の整備を実施（平成 14 年度～18 年度）しており、訪問者数も一部を除き、

着実に増加している9。 

さらに、沖縄の特性を生かした滞在型・参加型観光を促進し、地域の活性化

を図るため、市町村が行う体験滞在プログラムの作成、インストラクターの研

修、体験提供施設の整備に対して支援を行っている。 

 

（コンベンション・アイランドの形成） 

沖縄県を中心に、国際会議、スポーツキャンプ等の誘致を促進するとともに、 

リゾートウエディング、リゾートショッピングなど、新たな沖縄観光の魅力に

関するプロモーションを展開している。その結果、スポーツコンベンションは

157 件（平成 13 年度）から 327 件（20 年度）、コンベンションは 587 件（13 年

度）から 637 件（21 年）に、リゾートウエディングは 1,100 件（13 年）から 8046

                                                  
6  沖縄総合事務局の調査によると、スパ施設を併設するホテル又は客室にエステティックサービスを提供してい

る施設は、2000 年以降増加しており、平成 20 年 3月時点で 59 件となっている。 
7  西表島仲間川、ヒナイ川、石垣島白保、国頭村比地大滝、東村慶佐次、大宜味村玉辻山、慶良間海域等 
8 平成 20 年 10 月に渡嘉敷村及び座間味村においてエコツーリズム推進協議会が設立された。認定後にダイバー 

の立入り規制等の保全措置を実施予定。 
9  平成 13 年と平成 20 年の比較で、今帰仁城跡 231 千人→289 千人、勝連城跡 54 千人→94 千人、斎場御獄 84 千 
人→211 千人。 
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件（21 年）に増加するなど、一定の成果を上げている。 

 国際会議の誘致については、平成 12 年の九州・沖縄サミットの開催以降も、 

「太平洋・島サミット（15 年、18 年）」や「米州開発銀行年次総会（17 年）」、「G8 

科学技術大臣会合（20 年）」をはじめ、多くの国際会議が沖縄で開催されてきた

10。平成 22 年には「APEC 電気通信・情報産業大臣会合」の沖縄開催が決定する

など、国際会議等開催の実績とノウハウも着実に蓄積してきている。 

また、国等の事業により、コンベンションセンターで使用される展示会やセ

ミナー向けのイベント管理システムの共通基盤化等、情報通信技術を活用した

観光事業強化の取組も行われた。 

 

（国内外の観光客受入体制の整備と誘客活動の強化） 

     外国人観光客の受入れ促進に向けて、多言語表記の観光案内板の導入を進め 

る一方で、県内事業者を対象に接遇セミナー等を行い、受入体制の整備を図っ

ている。しかしながら、現状は 25 万人（平成 20 年）と県の目標（平成 23 年）

である 60 万人と乖離が大きく、また内訳も、近隣の台湾からの観光客が占める

比重が大きい。 

 

      （表 11）国・地域別外国人延べ宿泊者数構成比（平成 20 年） 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

全国 韓国(17.1％) 台湾(16.6％) 米国(12.4％) 中国(11.1％) 香港(8.5％) 

沖縄 台湾(40％) 香港(19％) 米国(15％) 韓国(11％) 中国(5％) 

                                出典：平成 21 年版観光白書 

 

情報発信については、沖縄観光共通プラットフォーム構築事業によって沖縄

観光情報サイト「真南風プラス」（22 年に「おきなわ物語」に改称）の構築を

行った結果、観光情報アクセス件数11が増加する等情報発信に一定の効果が見

られる。 

                                                  
10  「国際会議等各種会議の沖縄開催の推進について」（平成 12 年 6月閣議了解）にのっとり、各省庁連絡会議を

開催するなど、政府として所要の支援を実施している。平成 12 年度に県内で開催された国際会議の件数は、32

であったのに対し、20 年度は 52。 
11  現行計画中に観光情報アクセス件数（真南風プラス）は、3万件/月（平成 13 年）から 35 万件/月(平成 20 年)

に増加。 
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 観光人材の育成・確保については、沖縄観光をリードする経営者層及び将来

の高度観光人材を育成するため、当該人材に必要とされる「観光経営マネジメ

ント能力」やホスピタリティ等について習得できるような講習を実施している

ほか、トップクラスの観光経営系大学院への留学を支援する取組が平成 21 年

度から始まっている。また、観光ボランティア等を対象とした研修等を行った。

また、平成 6年度に名桜大学に観光産業学科が設置されたのに続き、17 年度に

は、琉球大学に観光科学科が設置12されるなど、県内大学等における観光関連

の学科等の拡充強化が進んでいる。 

アクセス条件の改善については、沖縄本島と沖縄以外の本邦地域との間の航

空機を対象として、航空機燃料税等の軽減13を実施している。当該軽減措置の

利用・適用は着実に増加しており、沖縄本島を往来する航空便の増強や旅客運

賃の低減に貢献していることがうかがえる。さらに、沖縄自動車道については、

沖縄特別振興対策事業費等を活用した割引を実施14したこともあり、利用伸び

率は右肩上がりで、実施前の平成 10 年度に比較し、20 年度では交通量は倍増

しており、観光客等の本島北部への移動の円滑化に大きな効果が伺える。那覇

空港へのアクセスについては、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道路等の道路ネ

ットワークの整備が進められており、平成 13 年から 21 年にかけて、那覇空港

から海洋博公園までの所要時間は、120 分から 107 分へと 13 分（▲11％）短縮、

那覇空港から首里城公園までの所要時間は、31 分から 23 分に 8 分（▲26％）

短縮するなど改善が見られる。 

 

 

 

 

                                                  
12  平成 20 年度からは観光産業学部として拡充強化されている。 
13   航空機燃料税の軽減は、平成 9年度から実施（3/5 に軽減）され、11 年度に拡充（1/2 に軽減）、22 年度に拡

充（対象に貨物航空機を追加）。航空着陸料及び航空援助施設利用料の軽減は、平成 9年度から実施（1/6 に軽

減）。 

平成 20 年度の那覇空港における航空機燃料税等の軽減額は、316 億円（航空機燃料税 95 億円、着陸料 102 億

円、航空援助施設利用料 119 億円）。 

なお、平成 13 年に発生した米国同時多発テロ事件の影響により、平成 14～15 年度に限り、宮古島・石垣島

及び久米島と羽田空港との間の直行便について、航空機燃料税の軽減（1/2）を実施。 
14  沖縄自動車道の特別振興対策事業費等を活用した割引は、平成 22 年 6月より実施が予定されている高速道路

無料化の実施時期まで。   

 14



         （表 12）沖縄自動車道の年間交通量の推移 

年 間 交 通 量 の 推 移
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H10.7～H11.6 H11.7～H12.6 H12.7～H13.6 H13.7～H14.6 H14.7～H15.6 H15.7～H16.6 H16.7～H17.6 H17.7～H18.6 H18.7～H19.6 H19.7～H20.6 H20.7～H21.6

 
                  出典：西日本高速道路株式会社沖縄管理事務所 

       

また、沖縄への大型クルーズ船の寄港が本格化した平成 9 年度以降、SARS

の影響や、外航大型旅客船の中断等による一時変動はあるものの寄港回数は年

平均で 90 回を数え、国内有数寄港地となっている。その一方で、沖縄には大

型クルーズ船専用の係留施設が未整備で、貨物船の利用する岸壁を使用するな

ど、貨客が混在して、安全面等でも問題となっている。そこで、那覇港（21

年 9 月に暫定供用開始）、石垣港、本部港で大型クルーズ船に対応した岸壁の

整備が進められている。 

 

（産業間の連携の強化） 

        産業間の連携強化については、製造業においては食品・工芸など土産品の差 

別化、競争力強化のため、関係機関の情報共有のための連絡会議や、デザイナ

ーのためのネットワークを設置したほか、OKINAWA 型産業応援ファンド等によ

るデザイン活用や新商品開発を促進するための事業を実施した。 

離島においては、島の資源である産物を有効活用するための関連施設の整備

を進めることにより、特産品の製造や加工を実施していくための体制づくりや

安定供給を確立し、産業の振興や雇用の確保等を図るための支援を行った。 

 

【課題】 

 （国際的海洋性リゾート地の形成） 

   沖縄型特定免税店制度については、よりショッピングの魅力向上に資する制
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度とするための制度構築が可能かどうかについて議論が必要である。 

  観光振興地域制度については、これまでの優遇措置の適用実績15を踏まえつ

つ、優遇措置の内容や対象施設も含め、今後のあり方について検討を行う必要

がある。 

沖縄の観光拠点として魅力のある国営沖縄記念公園（海洋博覧会地区・首里

城地区）の整備及び活用を、引き続き推進する必要があるとともに、沖縄の戦

跡、歴史、自然及びスポーツ・レクリエーションをコンセプトにした都市公園

については、中核的な観光施設として、一層の機能向上が必要である。 

沖縄らしい魅力ある空間を創出する植栽等による沿道の緑化にあたっては、

コスト意識の徹底や民間との協働の取組等が課題となる。また、街路整備等に

おいては、沖縄県の歴史的・文化的な背景に配慮し、沿道のまちづくりと一体

となって、沖縄を訪れる人たちが魅力を感じる空間の整備を進めることが重要

である。 

 さらに、今後の海岸整備にあたっては、質の高い観光・リゾート地形成に向

けて、サンゴリーフや海岸植生に代表される自然の防災機能を持つ資源を有効

に活用した整備手法について、検討を進めていく必要がある。 

 沖縄振興開発金融公庫においては、引き続き、国や地方公共団体の観光振興

施策を民間投資により推進するよう、多様な資金ニーズに対応した資金供給に

努める必要がある。 

 

（国民の総合的な健康保養の場の形成と体験・滞在型観光の推進） 

沖縄県は、「エステティック＆スパ」先進地としての評価が浸透しつつある

が、消費者の健康志向が国内外を問わず広がりを見せていることから、今後、

生物資源や温暖な気候などの沖縄地域が持つ優位性によりポテンシャルの高

いリハビリ、スパ等の総合健康サービス、高度先進医療等を活かし、これを目

的とした旅行マーケットの需要に対応することで、沖縄観光の更なる魅力向上

に資することが期待される。 

体験型プログラムへの参加を増加させるためには、地域住民との交流を深め 

                                                  
15 民間施設 10 施設のうち税制優遇措置の適用が 5施設と低調である理由として、特定の者向けの施設の整備であ

ったこと、政令要件を満たさない販売施設であったこと等が挙げられる。 
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るための仕組みづくりや魅力あるプログラムを開発・改良し、利用者に地域の 

良さを理解してもらうことが重要である。また、継続的な運営を確保する観点 

から、①効率的な周知、②固定客（修学旅行生等）の確保、③リピーターの増 

加などの課題があげられる。 

また、世界遺産の有効活用のためには、各世界遺産と地域の観光資源を結び

つけ、ネットワーク化していく必要があるが、地域の受入体制が脆弱なため、

世界遺産を含めた観光資源の効果的なツアープログラムの造成が進んでいな

いことが課題となっている。 

 

（コンベンション・アイランドの形成） 

  現行計画期間中、コンベンション等の開催件数は増加してきたものの、国が

関与する国際会議等については減少傾向にあるなどの課題も残っている。そう

した点を踏まえ、積極的な誘致活動を引き続き実施し、会議通訳、企画・運営、

サポートサービスやアフターコンベンション等の受入体制の充実等のソフト

面、施設整備等のハード面とも更に充実を図る必要がある。 

 

（国内外の観光客受入体制の整備と誘客活動の強化） 

    沖縄観光の課題である外国人観光客を増加させ、滞在日数の長期化、一人当

たり観光客数の増加に結び付けるためには、平成 20 年時点で年 4 千人程度に

とどまっており、高い成長可能性を有する中国をはじめとする東アジアに関し

て、マーケティングを行った上で各国の事情にあわせた誘客促進策が必要にな

っており、特に富裕層向けの観光客誘客を促進していく必要がある。また、東

アジア以外からも誘客を促進するため、本土経由からの誘客促進につながる旅

行メニューの開発、プロモーション（見本市、物産展等）等を行っていくこと

も重要である。 

 さらに、外国人誘客活動に併せて、沖縄を訪れる外国人観光客の満足感を高

めるための受入体制の整備を図る必要がある。具体的には、観光関連施設や公

共交通機関等において表記・表示の多言語化や外国人向け観光モデルの構築を

進めるとともに、インターネットによる情報発信や着地時の観光関連情報の提

供にあたっても円滑に情報収集が可能な体制を整える必要がある。また、地域
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限定通訳案内士を活用するなど外国人が自由に沖縄観光を楽しむことができ

る環境づくりや両替機能の充実、各種カードに対応した支払対応等の体制整備

を促進する必要がある。 

    情報発信については、引き続き IT の活用を強化していくほか、観光客着地

時の情報強化（パンフレット利用等）を図り、さらに県外海外事務所等を通じ

た観光関連の情報発信・収集等にも努める必要がある。 

 質の高い観光を提供できる人材の育成については、依然として、「観光コア

人材」といわれるリーダー層の不足や観光関連産業の就職先としての低い評価

などが指摘されている中で、県内における観光産業のさらなるイメージアップ

や、観光人材のロールモデルの実績把握、観光産業従事者のステータス向上等

に取り組み、観光関連産業に優秀な人材を集めることが課題となっている。 

また、近年の旅行形態が自然景勝地や観光施設を巡る周遊型観光から、体験

や滞在を目的とした個人型旅行へと変化し、ニーズも多様化している中、沖縄

独特の歴史・文化・芸能を魅力的な観光資源として再評価し、積極的に活用し

ていくことが急務となっている。 

那覇空港へのアクセスについては、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道路の未

供用区間の整備等により、広域的な道路ネットワークの早期の概成化を図ると

ともに、喜舎場スマートインターチェンジのフル化、他のスマートインターチ

ェンジの設置検討や、那覇空港へ直結するモノレールの更なる有効活用方策で

あるモノレールの区間延長による沖縄自動車道との連結強化等が必要である。

また、共通乗車船券制度については、導入例がなく、制度のあり方も含め、検

討の必要がある。 

 

 （産業間の連携の強化） 

土産品市場のターゲットに的確に対応するためには、県外、特に首都圏で活

躍しているデザイナー、バイヤーなどを通して、市場の動向を定期的に取り込

む仕組みづくりが必要である。また、離島においては、加工施設等の整備が進

んでいる中で、原材料の確保や特産品開発の研究、販路開拓に取り組むととも

に、それらの担い手となる人材の育成・確保が必要となる。 
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② 情報通信関連産業の集積 

  情報通信関連産業は、大消費地や原料供給地から離れ、島しょ県である沖縄

において、こうした問題の影響を受けにくく、これからの沖縄のリーディング

産業として期待されている分野であり、実際、現行計画期間においても情報通

信産業振興地域を活用した関連企業の沖縄への進出が進み、多くの雇用を創出

するなどの成果を上げている。 

しかしながら、雇用の多くは、コールセンターによるものが多いことから、

今後はソフトウェアやコンテンツ開発などの支援を行うなど、高付加価値化と

それを支える人材育成が課題となってきた。このため、内閣府では沖縄 IT 津

梁パーク構想をとりまとめ、後期展望において振興計画の中に位置づけること

により、情報通信関連産業の高度化に取り組み始めている。 

 

（表 13）情報通信関連産業関係の指標の状況 

 平成 12 年度 実績（平成 18 年度）  目標（平成 23年度）

生産額   1,391 億円 2,252 億円 3,900 億円 

雇用者数 8,600 人 19,765 人 33,700 人 

県外からの企業誘致数 54 社   120 社   200 社 

                                                出典：沖縄県調べより作成 
※1 目標は、第 3次情報通信産業振興計画(沖縄県策定)の目標値。       

     ※2 生産額の目標値は、第 3次計画策定時に当初設定の 3,590 億円から引き上げ。 

   ※3 雇用者数の目標値は、第 3次計画策定時に当初設定の 22,400 人から引き上げ。 
 

個々の取組の現状と課題については、以下のとおりである。 

 

【現状と実績】 

（情報通信関連産業の立地促進）  

沖縄振興特別措置法に定められた情報通信産業振興地域については、現在 24

地域が指定されており、税制優遇措置のもと、関連企業の進出が進んでいる。

他方、情報通信産業振興特別地区制度については、現在、2 地区が指定されて

いるものの、優遇措置については、制度上の要件である従業員数の制限（10

人以上）や業種の制限（IX、ISP、データセンター）等により、活用がされて
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いない状況にある。 

情報通信関連産業の集積を図るために必要なインキュベーション施設等の

整備については、高度ソフトウェア開発等の新しい情報通信産業の拠点となり、

かつ、アジアとの津梁機能及び高度な人材育成の機能等を備える IT 津梁パー

ク（うるま市）の中核施設の整備が国の支援のもと、進められているほか、既

存の建造物を改修することにより、低廉なコストで先進的な IT 環境を備える

インキュベート施設の整備や、本島北部圏域で、北部振興事業を活用した IT

事業者用施設整備など、国・県・市町村によって施設整備を行われ、その活用

も進んでいる。また、沖縄県による GIX 活用実証事業や通信コスト低減化支援

事業も利用されている。 

 こうした取組の結果、コールセンターを中心に企業の進出が進んでおり、沖

縄県によると、累計で 202 の進出企業が約 18,000 人の雇用を創出している。

また、統計的に見ても、情報通信関連の生産額は平成 18 年度で 2,252 億円/年

と現行計画開始時の 1,391 億円/年と比較して、大幅に増加している。 

 

  (表 14)沖縄へ進出した情報通信関連企業による雇用者数の推移 
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５５

１,５０５

２２ ３５

０

２,０００

４,０００

６,０００

８,０００

１０,０００

１２,０００

１４,０００

１６,０００

１８,０００

２０,０００

２～１１ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年度）

情報サービス業 コールセンター コンテンツ制作業 ソフトウェア開発業 その他

※沖縄へ進出した情報通信関連企業の雇用者数は年々増加
しているが、その構成比を見ると前半はコールセンター中心で
あったものが、近年は情報サービス業やソフトウェア開発業が
拡大してきている。

       

出典：沖縄県資料（平成 22 年 1 月 1日現在） 

 

情報通信関連産業の業態別に見れば、付加価値の高いソフトウェア開発分野、
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コンテンツ制作分野では若干遅れて成長が進んでいる。現在、独自開発力のあ

る企業や映像技術を持つ企業等の集積が進み始めた段階である。経済産業省の

OKINAWA 型産業振興プロジェクトを活用して、インキュベーションマネージャ

ーを配置し、勉強会の開催や相互のビジネスマッチングを行なうとともに、業

務を共同で請け負うための共同出資会社を設立するなど連携が拡大しつつあ

る。平成 21 年度からのソフトウェア信頼性確保支援事業では、県内企業に対

して近年重視される信頼性の評価（情報セキュリティ対策、適正な開発体制等）

を客観的に高め、首都圏等からの付加価値の高い開発案件の獲得を目指してい

る。具体的には、顧客個人情報等の情報セキュリティ確保を証明する ISMS16及

び P マーク17、ソフトウェアの品質や生産性確保を証明する CMMI18の認証取得

の支援や啓蒙活動等を行い、県内企業の客観的信頼性が確保されつつある。県

内へのソフトウェア開発企業の誘致が一定程度進んだ時点でのタイムリーな

施策であるが、これが実際に各社の自発的なビジネスとして結実するには未だ

時間が不足している。 

 

  （人材の育成・確保と研究開発の促進） 

国の支援により IT 高度人材育成事業（平成 15～18 年度）や情報産業核人材

育成支援事業（平成 19 年度～）等を積極的に行っている。近年の人材育成で

は、より沖縄の情報通信関連産業で実際に勤務することを想定し、現実の事業

に触れながら、高度 IT エンジニアからプロジェクト・マネージャー、ブリッ

ジ SE、コンサルタント等に至るまで、情報産業を支える幅広な人材需要に対応

した育成を行うなど目的指向型のものに進化させてきた。業務の受注を前提と

した教育・研修であるため、受講者のモチベーションも高く、業務の中心とな

る人材の育成につながっている。育成人数は、平成 13 年度からの累計で、4,812

人（平成 20 年度）となっている（23 年度目標 6,000 人）。 

 

  （情報通信基盤の整備、産業における情報化の促進） 

                                                  
16  ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）：国際的に整合のとれた情報セキュリティマネジメントに対

する第三者適合性評価制度 
17  P マーク（プライバシーマーク）：個人情報について適切な保護措置を講じている事業者等の認定制度 
18  CMMI（能力成熟度モデル統合）：ソフトウェア開発を中心としたプロセスの成熟度を評価するための指標 
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沖縄県は離島が多いこと等により、高速・大容量のブロードバンド環境・放

送環境を整備するためのコストが大きな問題となっている。民間事業者のみに

よる整備が期待できないことから、国による支援が不可欠であり、実際に、離

島ブロードバンド環境整備事業や南北大東地区における海底光ケーブル整備

事業や地上デジタルテレビ放送中継局整備事業等を進めている。また、北部地

域においては、北部広域ネットワーク整備事業を活用し、ブロードバンド環境

等を整備してきた。こうした努力の結果、情報通信基盤については他県なみに

整備が進められてきたと言える。 

 

  （表 15）沖縄県ブロードバンドマップ（平成 22 年 4 月現在） 

 

出典：総務省沖縄総合通信事務所提供 

 

また、事業者等への支援策として、国のユニバーサルサービス制度により条

件不利地域の電話回線事業者に対する支援や、回線利用する事業者に対して通

信コスト低減化支援事業等が行われた。さらに、県内の地上アナログ放送受信

者の地上デジタル放送への移行を控え、地域格差等を是正する観点から地上デ

ジタル放送受信のための支援事業も行われ、地上デジタル放送を通じた情報サ

ービスの基盤整備が進められている。 

その他、県内自治体や産業分野においても、国の支援により沖縄文化発信の

ためのデジタルアーカイブ事業を行っているほか、多言語対応したホームペー

ジ等により観光情報や県産品の情報発信、また市町村等による健康増進事業や、
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新たなブロードバンド配信サービスの実証事業、交通機関の位置情報把握・連

絡体制構築など、IT を活用した取組が進められてきている。 

 

  【課題】 

  （情報通信関連産業の立地促進） 

情報通信産業振興地域制度や通信コスト低減化支援事業については、県内の

多くのIT企業が活用している一方で、情報通信産業特別地区制度については、

使い勝手が悪い（特区内での法人の新設や従業員数等の条件）という指摘があ

り、また、情報通信産業振興地域制度についても、今後沖縄でさらに多くの情

報通信関連企業が高度なソフトウェア開発を行うようになることが期待され

ていることから、これら両地域制度による支援策のあり方の見直しを検討する

必要がある。 

沖縄 IT 津梁パークについては、より集積の効果を高めていくためには、進

出企業間の交流を促進するための中核になる組織が必要であり、その形態の検

討と関係者の同意取り付けが急務である。また、公共サービス等の分野で新た

な事業を創出し、それを契機として沖縄における情報システムやサービスに対

する内需を拡大させ、情報産業進出のインセンティブや企業経営基盤の安定化、

技術力向上を図る必要がある。既に行っている企業の客観的信頼性の確保も非

常に有効な施策であり、その徹底的な実施が必要である。 

また、沖縄の情報通信産業は、雇用者数で見れば依然、コールセンター等の

労働集約型産業が中心であり、その高付加価値化が課題となっており、今後は

コールセンター機能の高度化やプロモーション活動等により、人材の流動化を

高め、働きながら将来のキャリアパスを構築していくことを可能にしたり、主

体的なサービスの提供をすることのできる環境を構築していくことが必要で

ある。 

さらに、デジタル映像コンテンツ等の作成技術・設備等は現行計画期間中に

大量に沖縄に配備し、企業も CM やゲーム画像製作などを行っているが、未だ

下請け的な業務が多い。例えば沖縄の企業が主体的に開発したソフトウェアや、

沖縄文化など沖縄独自のコンテンツ材料を用いたコンテンツを発信できるよ

う、デジタルコンテンツのコンペ等を開催して育成支援すること等が考えられ
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る。 

 

（人材の育成・確保と研究開発の促進） 

今日、例えば iPhone アプリ等のロングテール型19のビジネスが活発化してお

り、それまでの実績や販路の有無に拘わらず、個別の製品の機能がいかに良い

かで競争できるなど、情報通信関連産業のビジネスそのものがパラダイムシフ

トを起こしている。沖縄の情報通信関連産業はこの変化を的確に認識し、必要

な技術力を備え、ソフトウェアビジネスに取り組んでいく必要がある。 

また、これまでの沖縄の情報通信産業は、下請け的な業務が中心であり、県

外・海外から積極的に沖縄へ開発案件を受注できる体制作りや、沖縄企業の高

付加価値化等を実現するための人材が不足している。今後、これまでの技術者

の育成に加え、県外の企業が必要とする人材の供給も視野に入れながら、アジ

アを中心とした新規市場へのマーケティングを行うことのできる人材研修ノ

ウハウの蓄積や、沖縄が積極的にソフト開発案件を受注しうる体制作りのため、

ソフトウェア企業群のクラスター形成、プロモーション人材育成のための支援

策等が課題となっている。 

 

  （情報通信基盤の整備、産業における情報化の促進） 

国等の支援策により、他県並のブロードバンド環境が整備されてきたところ

ではあるが、急速な情報通信技術の発達や IT 利活用の促進が進む中で、県内

住民や企業が不利とならないよう、引き続き、需要に応じた整備を行っていく

必要がある。 

今後は、企業が市場規模の急速に拡大するアジア市場へ進出する拠点として、

容量、セキュリティ、サービスの国際性などに配慮したものとする必要がある。 

また、行政・公共サービス等の分野では、個人情報等の情報セキュリティ対策

を徹底しつつ、デジタルサイネージ20技術（観光・防災分野等）や遠隔技術（医

療・教育分野等）のような IT の強みを生かしていくため、県内の情報通信基

                                                  
19 ロングテール型：個々では大きな売り上げが望めない商品であっても、流通コストを下げることでビジネスモ 

デルにしていくやり方。 
20 デジタルサイネージ（Digital Signage）：表示と通信にデジタル技術を活用し、平面ディスプレイなどに映像

や情報を表示する電子看板 
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盤の高度化を行っていくとともに、積極的なクラウド基盤の活用等により、

県・市町村及び企業が官民共同で新たな公共サービスを創出していくことが必

要である。 

また、これまで整備されてきた情報通信基盤について、特に離島への海底ケ

ーブル等について耐用年数を超えて経年劣化が進んでいるものがあること、ま

た、情報通信技術の高度化やその利活用が進むことによる需要増に対応する必

要があることから、その更新についても検討する必要がある。 
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  ③ 亜熱帯性気候等の地域特性を生かした農林水産業の振興 

    農林水産業については、地域特性を生かしさとうきび、熱帯果樹、冬春期野 

菜、花き、肉用牛の生産が展開されており、農業用ハウス等生産施設の整備、 

地下ダム等の生産基盤の整備、特殊病害虫の根絶に向けた取組等を実施してい 

る。 

農業産出額については、平成 12 年度と比較し、微増の 930 億円（19 年度） 

となっており、主な内訳は畜産が 371 億円、さとうきびが 181 億円、花きが 130

億円となっている。他方、林業粗生産額、漁業生産額は、ともに現行計画開始

時と比較し、減少している。このように、農林水産業全体では、沖縄県が定め

た目標値の達成は困難な状況にあるが、農林水産業を取り巻く環境が変化する

中、ブランド化の推進や担い手の育成・確保、地産地消の推進、さとうきび・

製糖業の経営安定化・体質強化、資源管理型漁業の推進等が課題である。 

 

（表 16）農林水産業関係の指標の状況 

 平成 12 年度  実績（平成 19 年度） 目標（平成 23 年度）

農業産出額 902 億円 930 億円 1,300 億円 

林業粗生産額     9 億円     8 億円 12 億円 

漁業生産額 201 億円  188 億円    290 億円 

※１ 目標は第３次農林水産業振興計画（沖縄県策定）の目標値 

 

       個々の取組の現状と課題については、以下のとおりである。 

 

  【現状と実績】 

  （おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化） 

沖縄の農畜産物のブランドの確立を図るため、ゴーヤー、さやいんげん等の

野菜、マンゴー、パインアップル、パパイヤ等の果樹、きくを中心とした花き、

肉用牛、豚等の畜産等の生産・流通基盤の整備を図ってきたことにより、各地

に産地の形成が図られブランドの確立が進んできた。 

ゴーヤー、マンゴー、きく等の園芸品目については、被害防止施設等の整備

が図られ、生産量、産出額ともに増加している一方で、定時・定量・定品質の
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ための生産出荷体制が十分に整っていないため、本土市場における県外産との

産地競争では、その優位性が十分に発揮できていない面がある。 

肉用牛については、優良種雄牛の造成、人工授精や優良雌牛の導入、草地造

成の推進により子牛の生産を拡大するとともに県産ブランド牛の生産にも取

り組んでおり、沖縄農業における重要な品目に成長している。 

養豚については、混住化の進展による環境問題等により飼育頭数が減少傾向

にあるが、沖縄在来豚である「アグー」を活用したアグーブランド豚等新たな

ブランド豚づくりの取組が見られる。   

さとうきびについては、農家戸数の減少や農業従事者の高齢化等により生産

が低下していたことから、平成 17 年度から「さとうきび増産プロジェクト」

の取組により、17 年産の 67 万 9 千 t から 20 年産は 88 万 2 千ｔとなり、その

成果は着実に上がっている。 

特用林産物についてはこれまで県外移入に依存していたえのきだけ及びぶ

なしめじの生産施設が整備されたことにより県内消費量の6割以上を供給して

いる。 

水産物では、もずく、くるまえびについて産地の形成が図られたことにより

ブランド化が進展し、海面養殖業は海面漁業を上回る生産量となっているが、

もずくについては需要の低迷による価格下落から生産調整が行われている。 

 

（流通・販売・加工対策の強化） 

     大消費地から遠隔に位置し、島しょ地域という輸送上の不利性を克服する 

ため、青果物卸売市場の機能強化、家畜市場、食肉流通センター、水産物鮮度 

保持施設、水産物荷さばき施設、木材処理加工施設等の整備を進めている。ま 

た、離島や北部地域では、らっきょうやぶなしめじ等地域の素材を活用した特 

産品づくりや、それを安定的に供給する加工施設の整備などを進めている。な 

お、各地における地産地消の取組に対する支援として農林水産物の直売所等の 

整備を図っている。 

また、水産業における小規模市場の事業統合等効率的な流通体制の構築が 

図られている。 

一方、さとうきびの総合利用を促進するため、平成 15 年度に粟国村に実証
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プラントを設置するなどし、含みつ糖等を分離・抽出して製品化に向けて実証

を行い、さらに、19 年度以降は、中間製品を活用した新たな製品開発・販売を

展開し、新規産業・雇用の可能性が検討されている。他方、伊江島、宮古島で

は、さとうきびをバイオ燃料として利用する実証実験を進めている。 

含みつ糖企業の経営体質強化に向けた取組については、毎年 7 億円前後の

事業費を投じ、含みつ糖製造業者の経営安定を図るための取組や、事業協同

組合が行う経営体質の強化に向けた取組や助成措置を行ってきた。 

分みつ糖企業についても気象災害等の影響緩和対策等に対し毎年 13 億円程

度の事業費を投入し体質の強化を図っている。 

 

   （担い手の育成と農林水産技術の開発・普及） 

農業における担い手の育成のうち新規就農者の確保については、青年者層を

中心に農業体験学習活動の推進、就農希望者の研修受入、普及組織における経

営技術・生産技術の向上のための支援等が取り組まれてきた結果、青年者層に

おける新規就農者数は平成 13 年の 60 人から平成 20 年には 103 人に増加して

いる。 

一方、認定農業者21については、各種補助事業や融資の集中化・重点化等を

図ってきた結果、農業経営改善計画の認定数は、さとうきび、野菜、肉用牛経

営を中心に増加傾向で推移し、平成13年度の721経営体から平成20年度には、

1,931 経営体となっているが、計画認定の有効期間終了に係る再認定率は

31.9％と依然低い状況にある。 

漁業就業者数については、「水産業改良事業交付金」を活用した指導助言と、

技術及び知識の普及等を通じて、毎年 100 人～170 人程度の新規就業者を育成

しているが、全体として、年々減少し、平成 20 年には 3,929 人となっており、

高齢化も進展している。 

農業生産法人については、平成 13 年の 225 法人から平成 21 年には 371 法人

に増加している。また、基幹作物であるさとうきび等の土地利用型作物を経営

する農業生産法人の育成が課題となっているが、58 法人が設立されている。 

 
21 経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定する仕組み。国の支援策は認

定農業者に対して重点的に行われる。 


